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今
年
３
月
に
「
石
綿
救
済
法
」
が
施
行
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
救
済
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た

か
た
も
、
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
給
付
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

対
象

平
成
13
年
３
月
26
日
以
前
に
石
綿
が

原
因
の
中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
で
死
亡
し
た

か
た
の
遺
族
で
、
時
効
の
た
め
労
災
保
険
法

の
遺
族
補
償
給
付
が
受
け
ら
れ
な
い
か
た

請
求
期
限

平
成
21
年
３
月
26
日

●
請
求
・
問
い
合
わ
せ

秋
田
労
働
局
労
災

補
償
課tel(
８
８
３)

４
２
７
５

秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
委
員

の
改
選
に
あ
た
り
、
ご
み
の
減
量
な
ど
に
つ

い
て
意
見
を
述
べ
て
い
た
だ
く
委
員
４
人

(

任
期
２
年)

を
募
集
し
ま
す
。

審
議
会
は
年
３
回
程
度
、
平
日
の
日
中
に

開
き
ま
す
。
報
酬
は
審
議
会
１
回
に
つ
き
７

千
円
で
す
。

応
募
資
格

秋
田
市
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以

上
の
か
た
で
、
本
市
の
他
の
審
議
会
な
ど
の

委
員
、
国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た
は

常
勤
職
員
で
な
い
か
た

応
募
方
法

ご
み
の
減
量
や
リ
サ
イ
ク
ル
に

関
す
る
800
字
以
内
の
小
論
文(

テ
ー
マ
を
つ

け
て)

に
略
歴
を
添
え
、
１
月
12
日
(金)
ま
で

郵
送
か
Ｅ
メ
ー
ル
で
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

〒
０
１
１
‐
０
９
０
４
秋
田
市
寺
内
蛭
根
三

丁
目
24
‐
３
　
環
境
部
環
境
総
務
課

tel(

８
６
３)

６
６
３
３

Ｅ
メ
ー
ル

ro-evm
n@
city.akita.akita.jp

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

で
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
の
登
録

資
格
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

名
簿
は
、
来
年
３
月
31
日
に
確
定
し
、
そ

の
後
１
年
間
、
委
員
の
選
挙
や
、
委
員
に
欠

員
が
生
じ
た
場
合
に
使
用
し
ま
す
。
名
簿
に

は
補
充
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
登
録
か

ら
漏
れ
る
と
資
格
が
あ
っ
て
も
投
票
で
き
ま

せ
ん
。
必
ず
登
録
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
耕
作
証
明
書
な
ど
の
証
明
も
登
録

者
で
な
い
と
申
請
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
資
格

①
秋
田
市
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
19
年
３
月

31
日
現
在
、
満
20
歳
以
上
の
か
た
で
、
10
㌃

以
上
の
農
地
を
耕
作
し
て
い
る
か
た

②
①
と
同
居
し
て
い
る
親
族
と
そ
の
配
偶
者

で
、
年
間
60
日
以
上
耕
作
に
従
事
す
る
か
た

調
査
方
法

登
録
申
請
書
は
、
農
政
協
力
員

を
通
じ
て
12
月
中
に
お
配
り
し
ま
す
。
必
要

事
項
を
書
い
て
、
１
月
５
日
(金)
ま
で
、
お
近

く
の
農
政
協
力
員
へ
お
届
け
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ

市
農
業
委
員
会
事
務
局

tel(

８
６
６)
２
２
７
０

土
地
と
家
屋
以
外
の
資
産
で
も
、
事
業
の

た
め
使
用
し
て
い
る
構
築
物
、
機
械
、
器
具
、

備
品
な
ど
の
資
産
は
、
償
却
資
産
と
し
て
固

定
資
産
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

償
却
資
産
を
お
持
ち
の
か
た
に
は
、
12
月

中
に
「
平
成
19
年
度
償
却
資
産
申
告
書
」
を

お
送
り
し
ま
す
。
１
月
31
日
(水)
ま
で
、
資
産

税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
告
書
が
届
か
な
い
か
た
は
、
資

産
税
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

資
産
税
課
償
却
資
産
担
当

tel(

８
６
６)

２
８
３
６

平
成
19
年
度
に
、
市
お
よ
び
上
下
水
道
局

が
発
注
す
る
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

等
の
入
札
に
参
加
す
る
業
者
の
登
録
を
、
来

年
１
月
９
日
(火)
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

申
請
要
領
は
、
契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
入
手
で
き
ま
す
。
ま
た
、
申
請
用
紙
は
国

土
交
通
省
の
資
格
審
査
申
請
書
を
使
い
ま
す

の
で
、
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
要
領
▼
契
約
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/

city/fn/cn/

MATION
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INFOR-

２
秋
田
市
廃
棄
物
減
量
等

推
進
審
議
会
委
員
を
募
集

１
石
綿(

ア
ス
ベ
ス
ト)

被
害

の
特
別
遺
族
給
付
金

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
等
の
入
札
参
加

業
者
の
登
録
を
受
付

５ ４
固
定
資
産
税
の

償
却
資
産
申
告
書
を

お
送
り
し
ま
す

３
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
の
登
録
を

１月４日が納期の市税
固定資産税第３期
国民健康保険税第６期

市税の納付には、簡単・便
利な口座振替をご利用くだ
さい。

固定資産税は…
納税課tel(866)2059

国民健康保険税は…
国保年金課tel(866)2189

問い合わせ

▲
▲



申
請
用
紙
▼
国
土
交
通
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
lit.go.jp/

●
申
し
込
み
　
１
月
９
日
(火)
か
ら
２
月
９
日

(金)
ま
で
の
平
日
、
契
約
課
工
事
契
約
担
当

tel(

８
６
６)

２
１
６
５

河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
で
多
目
的
ホ
ー
ル
や

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
な
ど
の
新
設
工
事
、
河
辺
公

民
館
で
１
階
フ
ロ
ア
な
ど
の
改
修
工
事
を
行

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
河
辺
総
合
福
祉
交
流

セ
ン
タ
ー
に
図
書
閲
覧
・
貸
出
機
能
を
整
備

す
る
工
事
が
、
年
明
け
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

工
期
は
い
ず
れ
も
３
月
下
旬
ま
で
の
予
定

で
す
。
工
事
期
間
中
、
騒
音
な
ど
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
　
地
域
振
興
局
総
務
課

tel(

８
６
６)

２
７
８
５

入
札
日
時
と
会
場
▼
１
月
22
日
(月)
午
前
10
時
30

分
、
県
庁
地
下
１
階
の
会
計
管
財
課
入
札
室

土
地
▼
土
崎
港
穀
保
町
130
番
38
と
寺
内
字
後

城
322
番
18(

隣
接
地)

面
積
▼
１
万
６
千

766
・
69
㎡
　
予
定
価
格
▼
２
億
８
千
万
円

現
場
説
明
▼
12
月
19
日
(火)
午
前
10
時
30
分
〜
　

●
申
し
込
み

１
月
19
日
(金)
午
後
５
時
ま
で

秋
田
県
会
計
管
財
課tel(

８
６
０)

２
７
３
６

西部体育館の個人利用時間帯を変更…来年１月から、毎週土曜日(祝
日含む)の午後３時～７時に変わります。西部体育館tel(828)1180

７
一
般
競
争
入
札
で

県
有
地
を
売
却

平成19年度に下記の施設で、大会
や行事などを予定している団体は、申
込書に開催要項を添えて、１月５日
(金)までお申し込みください。申込書
は、スポーツ振興課、八橋陸上競技
場、市立・県立体育館などにあります。
なお、一部の施設で、国体開催のた
め利用できない期間があります。

平
成
19
年
度

市
・
県
体
育
施
設
の

団
体
使
用
申
し
込
み

①こまちスタジアム 利用開始は５月中旬以降の
予定。１日２試合まで。原則、公式試合のみ。
②向浜運動広場(野球広場)
③向浜運動広場(テニスコート)
④新屋運動広場(ラグビー・サッカー場)

⑧八橋陸上競技場・球技場　芝生フィールドの利用
開始は５月からの予定(７月から国体・全国障害
者スポーツ大会が終わるまで利用不可)。週２日
開場。１日２試合まで。練習での利用は不可。
⑨八橋硬式野球場　⑩八橋第２球技場
⑪八橋多目的グラウンド　⑫八橋テニスコート
⑬八橋相撲場　⑭勝平市民グラウンド
⑮河辺岩見三内野球場　⑯河辺和田野球場
⑰河辺戸島野球場　⑱雄和新波野球場
⑲雄和花の森野球場
⑳スポパークかわべ　サッカー場、多目的広場の利
用開始は６月からの予定。サッカー場は原則、週
２日開場。１日２試合まで。練習での利用は不可。

県立体育館tel(862)3782 県立武道館tel(862)6651
県立総合プールtel(895)5056

市立体育館　茨島体育館　土崎体育館　河辺体育館
雄和体育館　雄和南体育館

⑤県立中央公園球技場 国体および国体関連工事のた
め、10月16日まで利用不可。
⑥県立中央公園運動広場 ６月から利用開始。週２
日開場。１日３試合まで。練習での利用は不可。
⑦県立中央公園テニスコート　

①～④の申し込み・問い合わせは
県立野球場tel(883)1101

⑤～⑦の申し込み・問い合わせは
県営トレーニングセンターtel(886)4141

⑧～⑳の申し込み・問い合わせは
八橋陸上競技場tel(823)1472

下記の申し込み・問い合わせは直接各施設へ

下記の申し込み・問い合わせは市立体育館tel(866)2600

八橋球技場

１月５日まで タンクからの
油漏れに注意！
「平成18年豪雪」では、油類の
流出事故が多発しました。
油類の流出事故は、火災の危険を増大させるだ

けではありません。河川などへ流入すると、油の
回収・処理のため、当事者が多額の費用(灯油18㍑
で約50万円)を負担しなければならないことがあり
ます。次の点に注意して事故を防ぎましょう。

うっかり
閉め忘れに
気を付けて！

雪が積もったら 落雪でタンクや配管などが壊
れたり、雪の重みでバルブがゆるむかも…

燃料タンクから家庭用ポリタンクへの小分け
小分け中に油が流出する事故が多発してい

ます。作業はその場を離れずに！

こ
ん
な
と
き
、
要
注
意
！

問い合わせ
消防本部予防課tel(８２３)４２４７
環境保全課tel(８６６)２０７５

燃料タンクの減りが早い・タンク周辺に着色・
油臭がある 油が漏れている可能性があります

６
河
辺
市
民
セ
ン
タ
ー
・
河
辺
公
民
館

河
辺
総
合
福
祉
交
流
セ
ン
タ
ー

改
修
工
事
の
お
知
ら
せ
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